
金
滞
古
臆
志
巻
十
四

ふ
る
に
、
菅
家
見
聞
集
に
、
寛
文
八
年
六
月
十
二
日
摩
川
・
洩
野
川

へ回忌
V

洪
水
。
犀
川
川
除
切
れ
、
新
笠
町
の
上
よ
り
竪
町
を
経
、
河
原
町
へ

流
来
り
、
河
際
に
居
住
す
る
家
百
飴
軒
流
失
、
溺
死
人
多
し
。
と
あ

り
。
此
の
後
に
は
天
明
三
年
七
月
十
一
日
の
洪
水
に
‘
十
三
間
町
妙

源
寺
の
上
た
る
川
除
を
乗
越
え
‘
大
工
町
・
松
崎
小
路
よ
り
本
竪
町

安
江
屋
建
へ
流
来
り
、
後
河
原
町
・
河
南
町
・
片
町
・
香
林
坊
越
・
木
倉

町
迄
も
横
流
し
た
る
よ
し
、
雄
章
の
水
難
記
に
詳
記
す
。
近
く
は
明

治
七
年
七
月
七
日
及
び
同
九
年
八
月
八
日
の
洪
水
の
時
、
川
上
藤
棚

越
の
川
除
堤
防
破
壊
し
て
、
新
竪
町
・
本
竪
町
都
て
水
中
'
と
成
り
た

り
。
右
等
の
水
害
.
寛
文
以
前
に
も
度
々
あ
り
し
か
E
、
奮
記
訟
を

ゆ
ゑ
に
鮮
か
左
ら
宇
。

。
竪
河
原
町
侮
鼠

閥
屋
政
春
古
兵
談
に
一
玄
ふ
。
陽
庚
公
逝
去
の
後
、
金
津
中
地
子
屋
敷

に
検
地
を
入
れ
ら
れ
し
時
、
小
松
よ
り
岡
嶋
兵
庫
・
紳
戸
蔵
人
・
回
漣

助
六
・
木
村
藤
兵
衛
.
共
の
外
目
附
・
綬
付
に
奥
力
士
た
ど
も
来
り
け

る
に
、
金
津
衆
も
青
木
織
部
・
藤
田
八
郎
兵
衛
・
原
岡
又
右
衛
門
・
有

海
孫
作
た
ど
加
勤
せ
り
。
小
松
衆
は
放
中
た
る
が
ゆ
ゑ
に
、
犀
川
越

の
町
屋
に
旋
宿
す
。
或
時
廻
香
山
崎
小
右
衛
門
・
多
羅
尾
六
兵
衛
・
熊

-
h
円
A
F
a
F
酎

蹄
披
被
v
成
、
右
廻
番
の
者
共
を
小
松
よ
り
呼
ぴ
に
来
る
。
す
は
彼
廻

呑
の
事
御
耳
に
立
ち
‘
切
腹
被
a
仰
付
-
は
と
、
妻
子
共
は
取
付
き
暗
き

悲
し
む
。
男
の
あ
る
習
ひ
、
是
非
に
不
ν
及
と
て
、
各
莞
悟
を
極
め

τ

限
乞
の
益
し
て
、
小
松
へ
行
き
け
る
底
に
、
宕
の
書
物
御
前
へ
出
で

た
り
と
見
え
て
、
か
ゃ
う
の
書
き
も
の
は
侍
と
侍
と
の
出
合
に
て
設

さ
す
る
審
物
に
て
も
た
し
。
如
何
な
る
腰
抜
に
て
も
か
ゃ
う
の
審
物

は
仕
る
書
物
に
て
な
し
。
目
見
は
我
等
に
封
し
致
し
た
る
か
き
物
と
思

召
し
‘
一
段
と
御
満
足
陀
思
召
す
な
り
。
何
れ
も
寒
気
の
時
分
骨
を

折
申
す
と
の
御
意
に
て
、
銀
子
五
枚
宛
拝
領
し
て
賜
る
。
扱
も
築
に

相
違
し
た
る
上
意
た
り
と
悦
ぴ
た
り
と
也
。
平
次
按
宇
る
に
、
右
年

月
は
記
載
注
し
と
い
へ
ど
.
も
、
正
保
・
箆
安
の
頃
・
な
ら
ん
か
。
是
よ
り

先
寛
永
十
七
年
、
小
松
附
の
緒
士
未
だ
過
半
金
樺
に
居
た
る
頃
、
廻

番
目
夏
市
郎
右
衛
門
・
氏
家
十
兵
衛
等
大
豆
田
設
を
廻
り
、
滞
住
寺

前
に
て
小
松
附
馬
廻
組
金
森
平
三
郎
の
眉
聞
を
ぽ
、
氏
家
が
若
紫
打

ち
た
る
に
よ
り
、
利
常
卿
甚
だ
御
怒
り
強
く
、
目
夏
・
氏
家
共
父
子
四

人
切
腹
、
同
勤
繍
藤
市
左
衛
門
以
下
五
人
道
放
.
金
森
平
三
郎
は
大

衆
寺
に
て
切
腹
命
ぜ
ら
れ
た
り
。
右
先
例
あ
る
を
以
て
、
竪
川
原
町

民
て
の
事
件
も
、
別
し
て
利
常
卿
の
思
召
を
恐
縮
し
て
、
制
収
り
放
た

金
滞
官
蹟
志
巻
十
四

O 

谷
又
八
共
の
外
二
入
管

A

夜
六
半
過
ぎ
未
だ
容
の
内
友
り
。
竪
川
原

町
を
廻
る
時
火
を
灯
さ
ピ
る
者
あ
り
。
何
者
ぞ
と
併
む
る
時
、
町
屋

の
内
へ
逃
込
む
慮
を
、
後
る
よ
り
俸
に
て
一
っ
こ
っ
打
つ
。
小
松
よ

り
帳
付
に
来
り
し
古
市
左
近
興
カ
小
塚
惣
右
衛
門
と
云
ふ
者
の
草
原

取
た
り
。
則
主
人
出
で
、
唯
今
御
打
郷
辞
成
候
者
は
、
拙
者
が
も
の

に
て
候
。
今
日
御
検
地
の
帳
を
相
奉
行
の
底
へ
矯
レ
持
て
遁
し
け
る
廃

に
、
右
の
仕
合
に
候
。
如
何
や
う
に
も
御
法
度
の
筋
目
に
可
=
申
付
-
と

去
ふ
。
金
森
平
三
郎
の
事
に
懲
り
呆
て
居
る
時
分
注
れ
ば
、
廻
呑
衆

迷
惑
し

τ色
々
詫
言
た
れ
ど
も
.
中
h
k

…
堪
忍
せ
宇
。
共
よ
り
事
大
き

に
成
り
、
此
方
よ
り
膝
品
川
出
で
詫
官
す
れ
共
、
小
松
衆
も
寄
合
ひ
談

合
し
て
、
何
と
談
合
極
め
た
る
か
、
如
何
や
う
に
詫
び
て
も
堪
忍
せ

宇
。
御
耳
に
立
ち
た
ら
ぽ
、
日
夏
・
民
家
が
如
き
よ
り
は
猶
以
て
強
く

可
v

被
昌
仰
付
プ
唯
何
様
に
も
小
松
衆
の
腹
の
居
る
や
う
に
詫
び
よ
と
、

御
老
中
も
御
指
固
た
る
に
依
り
て
、
色
々
乎
を
入
れ

τ
詫
び
け
れ

ば
‘
書
物
を
し
て
詫
言
を
せ
よ
に
成
り
、
何
様
に
も
書
物
可
v
仕
に
成

り
て
、
右
の
草
履
取
何
の
答
も
無
v
之
を
誤
り
て
打
郷
仕
り
、
何
と
も

迷
惑
仕
候
。
以
来
何
様
之
俄
御
鹿
候
共
、
右
草
履
取
御
法
度
背
き
不
v

申
段
は
可
昌
由
・
分
刊
と
書
物
し
て
相
済
み
た
り
。
扱
利
常
卿
江
戸
よ
り

E
を
書
き
た
る
も
の
也
と
聞
ゆ
。

。
安
江
屋
理
右
衛
門
醤
邸

安
江
屋
は
‘
代
々
理
右
衛
門
と
稀
し
、
竪
町
に
政
代
居
住
し
、
犀
川

口
に
て
高
名
な
る
酒
造
家
た
り
。
元
は
新
竪
町
に
居
住
せ
し
曲
、
共

の
家
に
停
骨
一
回
す
と
い
へ
ど
も
、
奮
記
た
き
ゅ
ゑ
に
、
本
竪
町
へ
移
住

せ
し
、
年
月
静
か
な
ら
占
ー
と
い
へ
り
。
按
4
y
る
に
‘
袋
異
記
に
‘
延

享
三
年
六
月
十
三
日
卯
刻
、
新
毘
町
安
江
屋
と
云
ふ
酒
屋
の
後
"
町

よ
り
出
火
、
近
所
足
腕
町
新
竪
町
九
十
七
軒
類
焼
、
一
向
宗
徳
柴
寺

も
焼
失
と
あ
り
。
さ
れ
ば
今
一
民
ふ
土
磁
御
坊
の
越
た
る
べ
し
。
本
竪

町
へ
縛
宅
せ
し
は
此
等
の
時
た
ら
ん
か
。
此
の
家
の
醜
酒
は
‘
茜
だ

酒
策
強
く
し
て
味
殊
に
能
し
。
家
治
の
名
酒
を
ば
住
江
と
鋭
す
。
犀

川
口
の
酒
治
家
多
し
と
い
へ
ど
も
、
安
江
屋
・
宮
竹
屋
と
て
で
こ
の

名
酒
と
稽
せ
ら
れ
し
か
ど
‘
陵
務
後
は
醸
酒
の
法
も
一
袋
せ
し
に

や
、
家
勢
遁
h
m

零
落
し
て
、
明
治
十
七
年
迭
に
家
・
商
貨
を
卯
辰
屋

へ
随
り
、
竪
町
の
奮
家
を
退
去
し
、
卯
炭
屋
も
ま
た
穏
た
く
創
出
屋

へ
賀
渡
し
、
今
は
遁
々
家
主
鈴
4
ー
と
い
へ
ど
も
、
子
v
今
倫
世
人
ば
安

江
屋
と
て
竪
町
の
奮
家
と
注
し
、
共
の
屋
名
を
呼
ぴ
、
町
内
の
目
験

と
は
・
注
し
た
り
。




